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[ 保健福祉部保健福祉総務課 ]  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉団体の活動を促進し、もって福祉の増進と健全な地域発展を図る

ため、社会福祉事業に寄与する団体に対する補助金の交付に関し、郡山市補助金等の交付に関

する規則（昭和48年郡山市規則第18号以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 （補助の対象及び補助額） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表の左欄に掲げる社会福祉団体が行なう同表

の中欄に掲げる事業とし、補助金の額は、当該事業に要する経費のうち、別表の右欄に定める

補助基準及び補助率に基づき市長が認める額とする。 

 （補助金の交付の申請） 

第３条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条の規定に基づき補助金等交付申請

書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を

添付するものとする。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 収支予算書（第１号様式） 

 (3) 役員名簿及び規約 

 (4) その他市長が必要と認める書類 



 （補助事業の内容変更等の手続き） 

第４条 補助事業の内容等を変更しようとする場合においては、規則第６条第１項第１号又は第

２号の規定に基づき、補助金等内容変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。この

場合において、規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当

する変更とする。 

(1) 補助事業対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の変更 

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更 

 （概算払） 

第５条 市長は、必要と認めるときは、この要綱に定める補助金を概算払の方法により交付する

ことができる。 

 （実績報告） 

第６条 補助事業者は、規則第14条の規定に基づき、補助事業完了の日から60日以内に補助事業

等実績報告書を市長に提出し、補助事業の成果を報告しなければならない。この場合におい

て、当該報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 (1) 収支決算書（第２号様式） 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成果が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金

の額を確定し、速やかに規則第15条の規定により補助金の交付額の確定の通知を書面により当

該補助事業者に通知するものとする。ただし、実績に基づく精算額で交付決定した場合又は確

定額が交付決定額と同額である場合は、省略する。 

（会計帳簿の整備） 

第８条 補助事業者は、補助金等の収支を記録した会計帳簿及びその他の関係書類を整備し、補

助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、昭和60年４月30日から施行し、昭和60年度以後の補助金について適用する。 

（要綱の廃止） 

２ 郡山市社会福祉団体補助金交付要綱（昭和56年３月７日制定）及び郡山市老人福祉事業補助

金交付要綱（昭和59年８月18日制定）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、昭和62年10月28日から施行し、昭和62年度補助金に限り適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和63年４月１日から施行する。ただし、郡山市高齢者文化休養センター逢瀬

荘に関する部分の改正規定は昭和63年４月14日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の郡山市社会福祉団体補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の研修に係

る補助金から適用し、同日前の研修に係る補助金については、なお従前の例による。 



附 則 

この要綱は、昭和63年８月18日から施行し、昭和63年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成元年10月24日から施行し、平成元年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成５年10月21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年６月８日から施行し、平成６年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成８年５月10日から施行し、平成８年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に改正前の郡山市社会福祉団体補助金交付要綱の規定により補助金の

交付を受けた団体（合併等により事実上その経営を継承する団体を含む。）については、改正後

の要綱の規定にかかわらず、規則第17条から第19条までの規定及び改正後の要綱第６条の規定

を適用する。 

附 則 

この要綱は、平成11年５月24日から施行し、平成11年度補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成12年６月７日から施行し、平成12年度以後の年度分の補助金について適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成13年４月１日から施行し、平成13年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行し、平成15年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成15年５月21日から施行し、平成15年度以後の補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成15年７月８日から施行し、平成15年度以後の補助金について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成16年６月11日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行し、平成26年度以後の年度分の補助金について適用す

る。 



    附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 
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補助対象者 補助対象事業及び経費 補助基準及 

び補助率 

郡山市遺族会  戦没遺族会員相互の福祉増進及び親睦

に要する経費 

 予算の範囲内

で定める額 

財団法人福島県傷痍軍

人会郡山支部連合会 

 戦傷病者の更生援護及び福祉向上の推

進に要する経費 

 予算の範囲内

で定める額 

財団法人日本傷痍軍人

妻の会福島県支部郡山

市連合会 

 戦争犠牲者同胞の相互扶助、福利厚生

及び会員の親睦に要する経費 

 予算の範囲内

で定める額 

  

郡山地区保護司会 保護司法 ( 昭和25年法律第 204 号 ) 第

13 条第２項各号に規定する保護司会の 

任務に要する経費 

予算の範囲内

で定める額 

 

郡山市手をつなぐ親の

会 

 心身障害児者の教育と福祉の向上、雇

用促進に関する相談指導及び関係機関、

団体との連絡調整に要する経費 

 予算の範囲内

で定める額 

  

郡山市民生児童委員協

議会連合会 

 

民生児童委員の資質向上及び相互交

流、関係機関との連絡調整等、活動及び

研修に要する経費 

１ 活動費補助

金は、次の各

号に掲げる基

準に基づいて

算定した額の

合計金額の範

囲内で予算の

範囲内で定め

る額 

 (1) 民生委員

協議会会長

である民生

児童委員 

30,000円に

民生委員協

議会会長で

ある民生児

童委員数を

乗じて得た

額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 民生委員

協議会副会

長である民

生児童委員 

24,000 円

に民生委員

協議会副会

長である民

生児童委員

数を乗じて

得た額 

 (3) 前各号以

外の民生児

童 委 員  

21,000 円に

前各号以外

の民生児童

委員数を乗

じて得た額 

２ 研修費補助

金は、  7,500

円に民生児童

委員数を乗じ

て得た額の３

分の１の範囲

内で予算の範

囲内で定める

額 

３ 民生委員協

議会会長研修

費補助金は、

12,000 円を限

度とする額に

民生委員協議

会会長である

民生児童委員 



 

 

 

 

 

 

 

 

数を乗じて得

た額 

郡山市老人クラブ連合

会 

 クラブの育成及び活動支援並びにクラ

ブ相互の連絡調整に要する経費 

 別に定める額 

 

 単位老人クラブ又は連合会方部が行な

う自主事業（世代間交流、地域産業の伝

承、地域文化の伝承その他の自主的な活

動又は事業をいう。）に要する経費 

１活動につき

別に定める限度

額以内の額 

 連合会が行う健康づくり事業に要する

経費 

別に定める額 

郡山市単位老人クラブ  単位老人クラブ活動に要する経費 会員数に応じ

別に定める額 

郡山地区更生保護女性

会 

 犯罪の予防、青少年の非行防止及び犯

罪者、非行者の更生に対する協力並びに

地域社会の浄化活動に要する経費 

予算の範囲内

で定める額 

郡山ひまわり号を走ら

せる会 

 障害者のより一層の社会参加の促進を

図り障害者福祉の推進に資するため、交

通機関を利用し障害者と健常者が一体と

なって交流を深める事業に要する経費 

予算の範囲内

で定める額 



第１号様式（第３条関係） 

 

収  支  予  算  書 

 

 収入の部 

 

  科   目 

 

 

 本  年  度 

 

 

 前  年  度 

 

 

 比    較 

 

 

説      明 

 

 

 

千 円 千 円 千 円  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

   計 

 

    

 

 

支出の部 

 

  科   目 

 

 

 本  年  度 

 

 

 前  年  度 

 

 

 比    較 

 

 

説      明 

 

 

 

千 円 千 円 千 円  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

   計 

 

    



第２号様式（第６条関係） 

 

収  支  決  算  書 

 

 収入の部 

 

  科   目 

 

 

予 算 現 額 

 

 

収 入 済 額 

 

 予 算 現 額 と 

 収 入 済 額 と 

 の 比 較 

 

説      明 

 

 

 

千 円 千 円 千 円  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

   計 

 

    

 

 

支出の部 

 

  科   目 

 

 

 予算現額 

 

 

 支出済額 

 

 予算現額と 

 収入済額と 

 の比較 

 

説      明 

 

 

 

千円 千円 千円  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

   計 

 

    



 


